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ただいま上程されました議案第３１号及び議案第３２号に

ついて、提案理由の説明を申し上げます。

議案第３１号 令和４年度筑後市一般会計補正予算（第１２

号）について申し上げます。

今回の補正予算は、７７３万円を増額し、歳入歳出予算の総

額を２４２億７，４７１万６千円とするものであります。

歳出予算について申し上げます。

第３款 民生費の地域介護・福祉空間整備推進事業に要する

経費は、国からの事業採択の内示を受け、市内の介護サービス

事業所が、利用者の安全確保のために実施する施設改修に対し

補助金を交付するものであります。

以上の経費の財源として、全額国庫支出金を充てております。

繰越明許費補正は、地域介護・福祉空間整備等施設整備事業

費補助金で、翌年度にまたがる経費の執行が必要となるため繰

り越すものであります。

議案第３２号 損害賠償の額を定めることにつきましては、

派遣職員が、資源ごみ収集・運搬業務中に、筑後商工会議所付

近の交差点において、公用車で県道江島筑後線を横断する際に、

同県道を直進していた軽貨物自動車と接触し、運転手を負傷さ

せ、自動車に損害を与えたもので、その賠償の額を定めること

について、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定に基づき、

議会の議決を求めるものであります。

慎重ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げ、提案

理由の説明を終わります。
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